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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成21年7月30日(2009.7.30)

【公表番号】特表2008-546716(P2008-546716A)
【公表日】平成20年12月25日(2008.12.25)
【年通号数】公開・登録公報2008-051
【出願番号】特願2008-517215(P2008-517215)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｋ  16/28     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/09     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/02     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  39/395    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｐ  21/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｋ  16/28    ＺＮＡ　
   Ｃ１２Ｎ  15/00    　　　Ａ
   Ｃ１２Ｎ  15/00    　　　Ｃ
   Ｃ１２Ｎ   5/00    　　　Ｂ
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｔ
   Ａ６１Ｐ  35/00    　　　　
   Ｃ１２Ｐ  21/08    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月10日(2009.6.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＧＦＲα３に選択的に結合して、ニューブラスチン－ＧＦＲα３－Ｒｅｔ三元複合体の形
成を阻害する、単離抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項２】
ＧＦＲα３に選択的に結合して、抗体ＭＯＲ０２６８３の結合をクロスブロックする、単
離抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項３】
抗体ＭＯＲ０２６８３と同じエピトープ上のＧＦＲα３に選択的に結合する、単離抗体ま
たはその抗原結合フラグメント。
【請求項４】
ＧＦＲα３に選択的に結合し、配列番号１のアミノ酸配列と少なくとも８０％同一である
ＶＨドメインを含む、単離抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項５】
前記ＶＨドメインが配列番号１のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である、請求項４
に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項６】
前記ＶＨドメインが配列番号１のアミノ酸配列と少なくとも９５％同一である、請求項４
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に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項７】
前記ＶＨドメインが配列番号１のアミノ酸配列と同一である、請求項４に記載の抗体また
はその抗原結合フラグメント。
【請求項８】
ＧＦＲα３に選択的に結合し、配列番号２のアミノ酸配列と少なくとも８０％同一である
ＶＬドメインを含む、単離抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項９】
前記ＶＬドメインが配列番号２のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である、請求項８
に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項１０】
前記ＶＬドメインが配列番号２のアミノ酸配列と少なくとも９５％同一である、請求項８
に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項１１】
前記ＶＬドメインが配列番号２のアミノ酸配列と同一である、請求項８に記載の抗体また
はその抗原結合フラグメント。
【請求項１２】
ＧＦＲα３に選択的に結合し、（ｉ）配列番号１のアミノ酸配列と少なくとも８０％同一
であるＶＨドメイン、および（ｉｉ）配列番号２のアミノ酸配列と少なくとも８０％同一
であるＶＬドメインを含む、単離抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項１３】
（ｉ）前記ＶＨドメインが配列番号１のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一であり、か
つ（ｉｉ）前記ＶＬドメインが配列番号２のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である
、請求項１２に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項１４】
（ｉ）前記ＶＨドメインが配列番号１のアミノ酸配列と少なくとも９５％同一であり、か
つ（ｉｉ）前記ＶＬドメインが配列番号２のアミノ酸配列と少なくとも９５％同一である
、請求項１２に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項１５】
（ｉ）前記ＶＨドメインが配列番号１のアミノ酸配列と同一であり、かつ（ｉｉ）前記Ｖ
Ｌドメインが配列番号２のアミノ酸配列と同一である、請求項１２に記載の抗体またはそ
の抗原結合フラグメント。
【請求項１６】
ＧＦＲα３に選択的に結合し、配列番号３、配列番号４または配列番号５のアミノ酸配列
と少なくとも９０％同一である重鎖相補性決定領域（ＣＤＲ）を含むＶＨドメインを含む
、単離抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項１７】
前記ＶＨドメインが、配列番号３のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第一重鎖
ＣＤＲ、配列番号４のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第二重鎖ＣＤＲ、およ
び配列番号５のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第三重鎖ＣＤＲを含む、請求
項１６に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項１８】
前記ＶＨドメインが、配列番号３、配列番号４および配列番号５のアミノ酸配列を含む、
請求項１６に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項１９】
ＧＦＲα３に選択的に結合し、配列番号６、配列番号７または配列番号８のアミノ酸配列
と少なくとも９０％同一である軽鎖ＣＤＲを含むＶＬドメインを含む単離抗体またはその
抗原結合フラグメント。
【請求項２０】
前記ＶＬドメインが、配列番号６のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第一軽鎖
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ＣＤＲ、配列番号７のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第二軽鎖ＣＤＲ、およ
び配列番号８のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第三軽鎖ＣＤＲを含む、請求
項１９に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項２１】
前記ＶＬドメインが、配列番号６、配列番号７および配列番号８のアミノ酸配列を含む、
請求項１９に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項２２】
ＧＦＲα３に選択的に結合し、（ｉ）配列番号３、配列番号４または配列番号５のアミノ
酸配列と少なくとも９０％同一である重鎖ＣＤＲを含むＶＨドメイン、および（ｉｉ）配
列番号６、配列番号７または配列番号８のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である軽
鎖ＣＤＲを含むＶＬドメインを含む、単離抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項２３】
（ｉ）前記ＶＨドメインが、配列番号３のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第
一重鎖ＣＤＲ、配列番号４のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第二重鎖ＣＤＲ
、および配列番号５のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第三重鎖ＣＤＲを含み
、かつ（ｉｉ）前記ＶＬドメインが、配列番号６のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一
である第一軽鎖ＣＤＲ、配列番号７のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第二軽
鎖ＣＤＲ、および配列番号８のアミノ酸配列と少なくとも９０％同一である第三軽鎖ＣＤ
Ｒを含む、請求項２２に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項２４】
（ｉ）前記ＶＨドメインが配列番号３、配列番号４および配列番号５のアミノ酸配列を含
み、かつ（ｉｉ）前記ＶＬドメインが配列番号６、配列番号７および配列番号８のアミノ
酸配列を含む、請求項２２に記載の抗体またはその抗原結合フラグメント。
【請求項２５】
前記抗体がヒト化抗体である、請求項１－２４のいずれかに記載の単離抗体またはその抗
原結合フラグメント。
【請求項２６】
前記抗体が完全ヒト抗体である、請求項１－２４のいずれかに記載の単離抗体またはその
抗原結合フラグメント。
【請求項２７】
前記抗体がモノクローナル抗体である、請求項１－２４のいずれかに記載の単離抗体また
はその抗原結合フラグメント。
【請求項２８】
前記抗体が単鎖抗体である、請求項１－２４のいずれかに記載の単離抗体またはその抗原
結合フラグメント。
【請求項２９】
前記抗体またはその抗原結合フラグメントが、ポリクローナル抗体、キメラ抗体、Ｆａｂ

フラグメント、Ｆ（ａｂ’）２フラグメント、Ｆａｂ’フラグメント、Ｆｓｃフラグメン
トまたはＦｖフラグメントである、請求項１－２４のいずれかに記載の単離抗体またはそ
の抗原結合フラグメント。
【請求項３０】
請求項１－２９のいずれかに記載の抗体またはその抗原結合フラグメントを産生する単離
細胞。
【請求項３１】
前記細胞が、哺乳動物Ｂ細胞と骨髄腫細胞を融合することによって得られる融合細胞であ
る、請求項３０に記載の細胞。
【請求項３２】
請求項１－２９のいずれかに記載の抗体またはその抗原結合フラグメントと、医薬的に許
容される担体とを含有する、医薬組成物。
【請求項３３】
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細胞におけるニューブラスチン－ＧＦＲα３－Ｒｅｔ三元複合体の形成を阻害するための
組成物であって、ニューブラスチン－ＧＦＲα３－Ｒｅｔ三元複合体の形成を阻害するた
めに有効な量の請求項１－２９のいずれかに記載の抗体またはその抗原結合フラグメント
を含み、該組成物は、ＧＦＲα３を発現する細胞と接触させられることを特徴とする、組
成物。
【請求項３４】
細胞におけるＲｅｔリン酸化を阻害するための組成物であって、Ｒｅｔのリン酸化を阻害
するために有効な量の請求項１－２９のいずれかに記載の抗体またはその抗原結合フラグ
メントを含み、該組成物は、ＧＦＲα３を発現する細胞と接触させられることを特徴とす
る、組成物。
【請求項３５】
被験体において癌を治療するための組成物であって、有効量の請求項１－２９のいずれか
に記載の抗体またはその抗原結合フラグメントを含む、組成物。
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